
第１２回 尼崎らしいまちづくりのルールを考える市民懇話会 

次     第

日 時 平成28年6月19日(日)午後1時30分から 

場 所 小田公民館学習室2・3 

１ 事務局あいさつ 

   ・これまでの取組状況及び今後のスケジュール 

２ 条例（骨子素案）について 

・事務局より説明 

・一人ひとりの意見整理 ～ 各班で意見交換 

・全体共有 ～ 振り返りシート記入 

～休憩～ 

３ グループワーク 「条例制定後の周知方法・活かし方」 

  ・各班で意見交換 

  ・全体共有 ～ 振り返りシート記入 

以  上



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

平成28年度平成27年度

条例案策定（事務局）

市民懇話会

有識者会議

パブリック

コメント

タウンミー

ティング

議案

条例案策定までの取組

・「尼崎らしいまちづくりのルールを考える検討会議」の実施 

  これまでの取組を経てまとめた（仮称）尼崎市自治のまちづくり条例を構成する各項目に

ついて、協働のまちづくりや法律等の専門知識を有する者、地域団体、事業者団体からの参

画を得て、より専門的見地から意見を聴いた［平成 28年 2月～6月の間、計 4回開催］ 

・市民懇話会の継続 

  （仮称）尼崎市自治のまちづくり条例を構成する各項目について、市民懇話会において意

見交換を行う［平成 28年 1 月、平成 28 年 6 月開催］ 

・タウンミーティングの実施 

  市内 6地区において、「地域コミュニティ及び地域自治」をテーマに、意見を広く聴くた

めのタウンミーティングを開催した［平成 27 年 7 月～8月の間、計 6回開催］

また、聴取した意見がどのように条例案づくりに活かされているかの報告及び作成中

の条例案について意見を広く聴くためのタウンミーティングを開催した［平成28年5月、

計 3回開催］ 

・尼崎市市民意見聴取プロセス（パブリックコメント）の実施 

これまでの取組を踏まえ策定した、「（仮称）尼崎市自治のまちづくり条例」の骨子素案の

概要について、パブリックコメントを実施する 

［期間 平成 28 年 6 月 22 日(水)から 7月 12 日(火)まで（予定）］ 

・スケジュール（予定） 



①目的
・自治のまちづくりを進めていくこと

条例の骨子素案の構成

③自治の基本理念
・情報共有 ・参画 ・協働 ・理解と対話

前文
・条例を定める意義と
まちづくりへの決意

②定義
・市民、自治のまちづくり、シチズン

シップなど用語の定義

④市民の権利及び責務
・まちづくりの情報を得ることができるとともに、
参画できる権利
・参画に当たり、自らの発言と行動に
責任を持つ責務
・協働のまちづくりに当たり、相互理解を
深め、自発性及び自主性を尊重する責務
・子どもの権利及び責務
・事業者の権利及び責務

⑥市長等の責務
・自治のまちづくりの支援、協働のまちづくりの推進
・市職員が下記の責務を果たせるような人材育成
及び組織の体制づくり
・自治を担う一員としての自覚や責任感、公正かつ
公平な考え方
・知識や技能の向上、柔軟な発想
・自治のまちづくりを横断的に支援

⑤市議会の責務

⑩地域コミュニティ
・地域コミュニティの重要性、地域コミュニティにおける活動の活性化
・お互い様の精神及び対話の姿勢、互いにくらしやすい地域づくり
・市民活動団体やその活動への参画
・地域コミュニティにおける関係づくり
・地域コミュニティの活動への市長等による支援

⑦情報の共有
・情報の公開及び発信
・個人情報の保護

⑧・⑨参画
・参画の保障
・住民投票

⑤市議会の責務
・別に条例で定める予定

※番号は、条文の条番号を示しています。

⑪取組の推進
・取組状況を踏まえ、必要な措置





































第1２回 尼崎らしいまちづくりのルールを考える市民懇話会 

「振り返りシート」 

氏名             

(1)条例（骨子素案）について、意見交換を行った上でのお考えをお書きください。 

(2)条例制定後の周知方法や活かし方について、グループワークを経てのお考えを

お書きください。

（裏面あり） 



(３)本日の懇話会で感じたことなどがありましたらご自由にお書きください。

 ご協力ありがとうございました。 


